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３．電子公文書等の利用方法（移管元機関） 

•霞が関WANインフォメーションボードへアクセス 

•「リンク」ページから「国立公文書館電子公文書
等の移管・保存・利用システム」を選択 
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・行政利用画面 トップページ 

・所属府省等を選択 
・所属課室名称・利
用者氏名を入力 

・府省等ごとのアカウント、 
 パスワードを入力 
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